
【１号認定】幼稚園（※）、認定こども園（※）

【２号認定】保育園、認定こども園（※）

【３号認定】保育園、認定こども園（※）、地域型保育

教育を希望する場合

「保育を必要とする事由
（下記参照）」に該当し、
保育を希望する場合

子どもが満３歳以上の場合

子どもが満３歳未満の場合

子ども・子育てをめぐるさまざまな課題を解決するために「子ども・子育て支援法」という法律ができました。この法律と、
関連する法律に基づいて、幼児期の教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援
新制度」が平成２７年４月に本格スタートします。

今までと変わること
新制度のスタートに伴い、幼稚園や保育園等を利用する際の手続きが変わります。
幼稚園や保育園等の利用にあたっては、教育・保育の必要性に応じた支給認定を受ける必要があります。

施設の種類
これまで幼稚園、保育園、家庭保育室などが小学校就学前の施設として利用されてきましたが、新制度では、市の認可事業
として、新たに少人数で０歳から２歳の児童を保育する地域型保育を創設し、身近な保育の場を確保していきます。なお、こ
れまでの家庭保育室は、保育園や地域型保育に移行される予定となります。
※一部の施設は家庭保育室として継続する予定です。

認定区分 新制度では、３つの認定区分に分けられます。

※平成２７年度は、市内で新制度に移行する幼稚園および認定こども園はありません。

保育の必要性の認定
保育園または地域型保育での保育を希望される場合、保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、２号または３号認定を
受ける必要があります。
○保育を必要とする事由

・１月あたり６４時間以上の労働 ・妊娠、出産 ・疾病、障害 ・同居の親族の介護、看護 ・災害復旧
・求職活動 ・就学 ・育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
・虐待やＤＶのおそれがあること ・その他、上記に類する状態として市が認める場合

特 徴

家庭的雰囲気のもとで少人数（定員５人以下）を対象にきめ細かい保育を行います。

少人数（定員６～１９人）を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います。
子どもの保育にあたる職員は全員が保育士です。
子どもの保育にあたる職員の半数以上が保育士で、それ以外は研修を受けた職員です。
子どもの保育にあたる職員は研修を受けた職員です（定員は６～１５人）。

事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育する施設です。
定員２０人以上の施設で、子どもの保育にあたる職員は全員が保育士です。
定員１９人以下の施設で、子どもの保育にあたる職員の半数以上が保育士で、
それ以外は研修を受けた職員です。

保護者の自宅で１対１で保育を行います。

保育所型

小規模型

A型
B型
C型

事 業
家 庭 的
保 育

小 規 模
保 育

事 業 所
内 保 育

居宅訪問型
保 育

※平成２７年度は、市内で認定こども園、家庭的保育、小規模保育Ａ・Ｃ型、事業所内保育、居宅訪問型保育、幼稚園（新制
度に移行）が運営される予定はありません。

保育および教育ならびに
保護者に対する子育て支
援の総合的な提供を行う
施設です。

認定こども園
保護者の就労等により日中、
家庭で保育できない児童を、
保護者に代わって保育する施
設です。

保育園

地域型保育

満３歳から小学校就学前までの幼児を教育し、心
身の発達を助長するための教育施設です。新制度
に移行する幼稚園と、従来どおりの運営を続ける
幼稚園に分かれます。

幼稚園
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平成27年
4月からの

保育園・小規模保育施設・放課後児童クラブ・　　
障害児放課後児童クラブの入所申請を受け付けます

保育の必要量の認定
保育園または地域型保育での保育を希望される場合、２号または３号認定する際に保育の必要量を「標準時間」または「短
時間」に認定します。

利用手続きの流れ

保育利用可能な時間帯
１日当たり１１時間までの利用
１日当たり８時間までの利用

労働等時間の基準
主にフルタイム労働
主にパートタイム労働、保護者のいずれかがパートタイム労働

区分
保育標準時間
保育短時間

対象年齢
０～２歳児
０～２歳児
１～５歳児
０～５歳児
０～５歳児
０～５歳児
０～５歳児
０～５歳児

０～２歳児

０～５歳児
０～２歳児
０～５歳児
１～５歳児
０～５歳児
１～５歳児
０～５歳児
０～５歳児

０～５歳児

１～５歳児
０歳児

０～５歳児

０～５歳児

電話番号
４５１―４６３０
４６５―６７０７
４６４―８７１０
４６９―７０６１
４８７―７２２３
４２３―８６３１
４６３―５５０３
４６３―７１６５

４８７―４１０８

４６６―１２０５
４８６―６４６３
４８６―７４７０
４６５―９６２５
４７４―６１３７
４７１―０３９４
４７３―６７１３
４８６―５５６２

４７２―２６４５

４７４―２５３０
４８６―５７７４

４７３―８６５０

４５６―１１００

所在地
根岸台６―１―１７―９
根岸台６―５―９
根岸台８―２―４１
大字溝沼４３５―１
大字溝沼８６３―１
大字溝沼１３３６―４
溝沼２―１０―２４
溝沼７―１３―１１
東弁財１―４―７
ルパンビル１階
西弁財１―１―２
西弁財１―１０―２５―１０１
三原３―２３―２
泉水２―１２―１１
大字浜崎６９―１
大字浜崎６６２―１
宮戸３―１０―４５
宮戸４―６―２
西原２―４―１７
GEMINI ビル１階
朝志ヶ丘１―３―２６
朝志ヶ丘１―５―４０

朝志ヶ丘３―７―４７

田島２―４―１１

名 称
しらとり保育室
めぐみ保育室
根岸台保育園
さくら保育園
いずみばし保育園
第二あさかたんぽぽ保育園
滝の根保育園
溝沼保育園
メリーポピンズ
朝霞台ルーム
朝霞ゆりかご保育園
エルアンジュ
三原どろんこ保育園
泉水保育園
朝霞どろんこ保育園
浜崎保育園
大山保育園
宮戸保育園
メリーポピンズ
kids 北朝霞ルーム
北朝霞保育園（本園）
北朝霞保育園（分園）
あさしがおか
アンジュ保育園
朝霞しらこばと保育園

対象年齢
０～５歳児
０～２歳児
１～５歳児
１～５歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～５歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～５歳児
０～５歳児
０～５歳児
０～２歳児
０～５歳児
１～５歳児
０～５歳児
０～５歳児
０～５歳児
０～５歳児

電話番号
４６１―５２００
４６３―３９６５
４６４―３７５０
４８７―８５４５

４６５―５００５

４６１―７７４７

４６５―５３４５

４８７―８１７３

４８５―８１２２

４２４―５７３９

４５０―７７０７
４５０―３００１
４５０―８６００
４６３―７１７８
４８３―５３３４
４６５―３８１１
４２３―４４９２
４６７―５１９１
４６１―６０１１
４８７―８６８６

所在地
本町１―８―２６
本町１―１５―２９
本町１―２０―４
本町２―１０―４
本町２―４―２５
Ｔ―ＢＬＤ朝霞ビル１階
本町２―２１―２
シンメイ朝霞第３マンション１階
青葉台１―３―１５
リブリ青葉１階
仲町１―６―２２
仲町２―１―２１
ブリランテ１・２階
仲町２―２―３８
アウステル１０１
仲町２―４―３１
仲町２―９―４８
膝折町１―６―２９
膝折町４―８―４３
大字岡４４―１
栄町１―５―４３
栄町４―４―８
栄町５―１―３０
根岸台１―５―２７
根岸台２―２―６

名 称
さわらび保育園
さくらんぼ保育室
本町保育園
あさかたんぽぽ保育園（分園）

さつき保育園

保育ルーム
フェリーチェ朝霞園
メリーポピンズ
kids 朝霞ルーム
ちゅうりっぷ園仲町

仲町エンゼル保育室

駅前保育園
ベビーたんぽぽ
仲町保育園
仲町どろんこ保育園
ゆりの木保育園
ひざおりしらとり保育室
太陽と大地のこども保育園
栄町保育園
朝霞ひだまりの森保育園
あさかたんぽぽ保育園（本園）
東朝霞保育園
ひまわり保育園

※平成２７年度は、市内で新制度に移行する幼稚園、認定こども園はありません。市内の幼稚園に入園を希望さ
れる方は、各幼稚園にお問い合わせください。

子ども・子育て支援新制度に関する問／保育課 �４６３―２８３６

は小規模保育施設（Ｂ型）です（上表の施設に入園を希望される場合は市役所への申し込みが必要です）。

問…問い合わせ

※平成２７年度は、市内に認定こども園はありません。

保育園および小規模保育施設（Ｂ型）一覧（平成２７年度予定）

幼稚園等と
契約

利用先の決
定後、入所
または契約

対象／２ページ一番下の「保育を必要とする事由」に該当する方

幼稚園等を通じ、市
から認定証を交付
（１号認定）

市から利用結果通知
および認定証を交付
（２・３号認定）

幼稚園等を通じ、
認定を申請

保育園等の
状況により、
市が利用調整

入園内定

市に保育の必要性の認
定申請および保育園等
の利用希望申請

保育園・小規模保育施設

利用を希望
する幼稚園
等に申込み

保育園・認定こども
園（保育園部分）、
地域型保育の利用を
希望する場合

新制度に移行する幼
稚園・認定こども園
（教育部分）の利用
を希望する場合

４ページへ続く
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